
市民一斉清掃「クリーンシティかごしま」におけるごみ回収の注意点 

 

【個別回収希望の場合】 

１．個別回収は、原則 10、11月の第一日曜日のクリーンシティかごしまの日のみとします。 

  ・10、11 月の第一日曜日以外の日にごみ回収を希望される場合は、希望日の 2 週間前

までに環境衛生課にご相談ください。 

  ・ごみ回収は業者に依頼し、回収車両・作業員を確保する必要があり時間を要するため、

直前の相談については対応できません。 
 

２．大雨等で、「クリーンシティかごしま」が中止となった場合、ごみの個別回収も中止と

なります。 

・事前に活動計画書を提出している団体へは連絡する予定ですが、それ以外の団体にお

かれましては、市ホームページをご確認ください。 

 

３．雨天等のため、各団体の判断で清掃日を延期した場合は、ごみの回収も各団体で対応し

てください。 

  ・活動計画書への記載があっても、予備日のごみの個別回収は行いません。 

 

４．個別回収を希望する場合は、活動報告書に集積場所の地図を必ず添付してください。 

  ・地図添付の省略は原則認められません。（過去に個別回収を受け、集積場所が変わら

ない場合も必ず地図を添付してください。） 

  ・地図未添付の場合は、集積場所が特定できないことから個別回収を行いません。 

各団体の責任において、ごみを処分していただきます。 

 

【草・樹木を出す場合】 

５．草・樹木は、できる限りごみ袋（４５ℓ）に入れてください。（山積み不可） 

  ・個別回収日は、市内全域で出たごみを回収します。作業時間の短縮にご協力ください。 

・樹木をごみ袋に入れない場合は、５０ｃｍ程度の長さに切って、人が持ち上げられる

量毎に、紐で縛ってください。 

・山積みにされている草・樹木は、回収できません。 

 

【ごみステーションに出す場合（個別回収を希望しない場合）】 

６．個別回収を希望せず、ごみステーションに出す場合は、通常のごみと同様の扱いになり

ますので、ごみ出しルールを守ってください。 

・きちんと分別する。ごみ袋に入れる。収集日を守る。など 

 

７．ごみステーションに出す場合、一度に出すごみの量には十分注意してください。 

  ・ごみステーション１箇所毎でごみ袋（４５ℓ）３袋程度を超えた場合などについては、

回収されないことがありますので、複数の日に分けるなどしてご対応ください。 

 

【その他】 

８．市の施設で受け入れできないものは、回収できませんので注意してください。 

  ・産業廃棄物、法律によってリサイクルしなければならないもの、家庭ごみ、タイヤや

ブロックなど市の施設に持ち込むことのできないごみは、収集できません。 

・回収できないごみが公の土地、公道等にある時は、ごみとして集めないでください。

後日、土地の管理者へ撤去をご依頼ください。 

  ・公の土地等にある「回収できないごみ」を一旦回収してしまうと、回収した者の責任

において対応しなければならなくなることがありますので、ご注意ください。 


